
行政改革推進本部

                 租税特別措置・
補助金見直し担当室

（新設）

租税特別措置・
補助金見直し担当大臣行政改革担当大臣

本部長 ：総理
副本部長：行政改革担当大臣、内閣官房長官、

総務大臣、財務大臣
本部員 ：他の全ての国務大臣

行政改革

租税特別措置・補助金見直し体制

【総務省】
自治税務局
行政評価局

【財務省】
主計局
主税局

協
力
・
連
携

行政改革・効率化推進事務局
（※行政改革推進本部事務局を改組）
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